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 すべての国民が、書籍・雑誌・新聞等の出版物に広く平等に触れる機会を持つことは、

民主主義の健全な発展と国民の知的生活の向上にとって不可欠です。これは、生活必需

品や医療等、国民の健康で文化的な生活を支える商品やサービスと同等な重要性を持つ

ものです。そのために、出版物にかかる消費税についても、軽減税率の適用によって少

しでも国民の負担を軽くすることを要望いたします。 
 
欧州では、いち早く付加価値税での軽減税率を導入しており、書籍・雑誌に対する税率は、イギリ

スは標準税率 20％に対してゼロ税率、ドイツは標準税率 19％に対して 7%、フランスは標準税率 20%
に対して書籍（電子書籍を含む）5.5% 雑誌 2.1%、スウェーデンは標準税率 25％に対して 6%となっ
ております。EU各国は、特に 2007年からは「文化政策」「産業の保護」という目的に限って軽減税
率を適用しており、とりわけ「文化政策」においては文化保護や国民への教養機会の提供という観点

から、文化関連の財・サービスの価格を低く抑えています。 
 
わが国では、2005 年 7 月に「文字・活字文化振興法」が制定され、すべての国民が等しく豊かな
文字・活字文化を享受できる環境整備を国及び地方公共団体の責務として、関係機関及び民間団体等

と連携、総合的な施策を策定し実施することとしており、また、学術的出版物の普及について、国が

出版の支援その他の必要な施策を講ずることとしています。さらに、2010年の「国民読書年」を契機
として、文字・活字文化の重要性が全国的レベルで訴えられ多様な読書推進運動が展開されています。 

 
 国民が出版物に接する機会を少しでも増やすために、書籍・雑誌・新聞（電子媒体を含む）につい

ては是非とも軽減税率の適用を図っていただきたく存じます。特に、わが国の将来を担うべき青少年

の国語力低下が指摘されている現状にあって、消費税増税が子ども達の読書に親しむ機会を減らさな

いように、出版物への軽減税率適用を重ねて強く要望いたします。 
 以 上 


